
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「新時代の学び」に向けた１人１台タブレット端末貸与について 

～保護者編～ 

木更津市は、未来への礎づくりとして、教育ＩＣＴの整備に取り組んでいます。 

目 的 

新しい時代に必要となる資質・能力「学びに向かう力」、 

「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力」の習得を目指し、 

児童生徒が「自ら考え主体的に行動できる力」を身に付ける 

ためのツールとして活用すること。 

 

 

 

 
タブレット端末が 1人１台となることで、学校での授業、家庭での学習が 

大きく変わります。 

使用に関するお願い 

○持ち帰りについて 
 

毎日の家庭学習や長期休業中の 

学習課題への取り組みとして、 

家庭に持ち帰ることがあり 

ます。（通信にかかる費用は 

ご家庭の負担となります） 

○使用状況について 
 

タブレット端末の使用につい 

ては、学校において確認しま 

すが、ご家庭でもタブレット 

端末の使い方などはご確認く 

ださい。 

○故障時の対応について 
 

学習の中での過失による破損、自然 

故障は無償で修理します。利用のルール 

を守らずに破損・紛失した場合や故意に破損した

場合は、ご家庭に修理代や機器代を負担していた

だきます。 
 

○返却について 
 

木更津市からの貸与となりま 

すので、卒業時には本体の他、 

付属品も元の状態にして学校 

へご返却ください。 

○充電について 
 

持ち帰りをしたときは、 

ご家庭での充電にご協力を 

お願いします。（充電する 

ための費用はご家庭の 

負担となります。） 

○同意書について 
 

「木更津市学習用Ｃｈｒｏｍｅ 

ｂｏｏｋの利用についての同意 

書」の内容についてお子様と 

確認しながら作成をお願いし 

ます。 


